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特集①（会計）

平成28年３月期決算の留意事項
　　　　 　

有限責任 あずさ監査法人

会計プラクティス部
パートナー	 田中　弘隆
シニアマネジャー	 北村　幸子

平成28年3月期決算においては、平成25年改正の企業結合に関する会計基準等の改
正項目が全面適用となり、「 税効果会計に適用する税率に関する適用指針」も適用さ
れる予定となっています。また、平成27年12月28日に公表された「繰延税金資産の
回収可能性に関する適用指針」が早期適用可能となっています。
本稿では、これらを中心に本3月決算における留意事項を取りまとめています。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめ
お断りいたします。

 

【ポイント】

−	 �平成25年改正の企業結合に関する会計基準等の改正項目が全面適用とな
る。昨年度から当該基準等を早期適用している企業においても、連結財
務諸表の表示に係る改正については、本3月期決算が適用初年度となるこ
とに留意する。

−	 �平成27年改正の実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子
会社の会計処理に関する当面の取扱い」の改正項目が適用開始となる。

−	 �企業会計基準適用指針公開草案第55号「税効果会計に適用する税率に関
する適用指針（案）」が公表されており、平成28年3月31日以後終了する連
結会計年度及び事業年度の年度末からの適用が予定されている。

−	 �平成28年度税制改正により、法定実効税率の引き下げが予定されており、
「税効果会計に適用する税率に関する適用指針（案）」に従い、決算日にお
いて改正税法が国会で成立していれば、改正後の税率により繰延税金資
産及び繰延税金負債の算定を行うことになる。

田中　弘隆
たなか　ひろたか

北村　幸子
きたむら　さちこ
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Ⅰ.	平成25年改正企業結合に関する
会計基準等の概要
平成25年9月13日に、企業会計基準委員会は、改正企業会計

基準第21号「企業結合に関する会計基準」（以下「企業結合会計
基準」という）及び改正企業会計基準22号「連結財務諸表に関す
る会計基準」（以下「連結会計基準」という）をはじめとする一連
の改正会計基準等を公表しました。これらの改正会計基準等の
適用は、平成27年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年
度からとされており、早期適用した場合を除き、本3月期決算が
適用初年度となります（早期適用した場合においても表示に関
する事項は、本3月期決算が適用初年度となります）。

1.	会計処理の取扱いの改正

（ 1 ）	非支配株主持分（少数株主持分）の取扱い
①	�支配が継続している場合の子会社に対する親会社の 

持分変動
改正前の連結会計基準では、以下のような支配が継続してい

る場合の子会社に対する親会社の持分変動は、損益を計上する
取引とされていましたが、これらはいずれも資本剰余金を計上
する取引とされました。

◦	 �子会社株式の追加取得

◦	 �子会社株式の一部売却

◦	 �子会社の時価発行増資等

具体的には、改正前と改正後で図表1のように取扱いが変更
されています（連結会計基準第28項から第30項）。

②	�子会社株式の一部売却時における関連する法人税等の 
取扱い
子会社株式の一部売却において、関連する法人税等（子会社

への投資に係る税効果の調整を含む。）は、資本剰余金から控除
することとされました（連結会計基準（注9）（2））。

③	�子会社株式の一部売却時におけるのれんの未償却額の 
取扱い
改正前の連結会計基準では、のれんの未償却額のうち売却し

た株式に対応する額は減額し、売却額から控除するとされてい
ましたが、親会社と子会社の支配関係が継続しているときは、
子会社株式を一部売却した場合ののれんの未償却額を減額し
ないこととされました（連結会計基準第66−2項）。

また、支配獲得後に追加取得や一部売却等が行われ、その
後、子会社株式を一部売却して、支配を喪失し、関連会社に
なった場合においては、持分法投資に含まれるのれんの未償却
額は、支配獲得後の持分比率の推移等を勘案し、適切な方法に
基づき、関連会社として残存する持分比率に相当するのれんの
未償却額を算定することとなります（会計制度委員会報告第7
号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」（以
下「資本連結実務指針」という）第45−2項）。

④	資本剰余金が負の値となる場合の取扱い
子会社株式の追加取得等の結果、資本剰余金が負の値となる

場合があり得ます。この場合は、連結会計年度末において、資本 
剰余金をゼロとし、当該負の値を利益剰余金から減額すること
とされました（連結会計基準第30−2項）。なお、連結財務諸表
においては、資本剰余金の内訳を区分表示しないことから、当
該取扱いは、資本剰余金全体が負の値となる場合に適用される
ことに留意する必要があります（資本連結実務指針第39−2項）。

⑤	�複数の取引が一つの企業結合等を構成している場合の 
取扱い
子会社株式を段階的に取得する場合や売却する場合のよう

に、複数の取引が行われる場合、通常、取引の手順に従って、
それぞれの取引について会計処理が行われます。複数の取引
が一体として取り扱われるかどうかは、事前に契約等により複
数の取引が一つの企業結合を構成しているかどうかなどを踏
まえ、取引の実態や状況に応じて判断するものと考えられます

（資本連結実務指針第7−3項）。複数の取引が一つの企業結合等
を構成しているものとして一体として取り扱われる場合には、
支配獲得後に追加取得した持分に係るのれんについては、支配

【図表1	� 子会社株式の追加取得等の改正前と改正後の取扱
いの比較 （下線部が変更箇所）】

改正後 改正前

子会社株式の	
追加取得

追加取得持分と追加投
資との間に生じた差額
は資本剰余金とする。

追加取得持分と追加
投資額との間に生じた
差額は、のれん（又は
負ののれん）とする。

子会社株式の	
一部売却

売却による親会社の持
分の減少額と売却価額
との間に生じた差額は、
資本剰余金（関連する法
人税等を勘案）とする。

売却による親会社の持
分の減少額と投資の減
少額との間に生じた差
額は、子会社株式の売
却損益の修正とする。

子会社の時価	
発行増資等

親会社の払込額と親会
社の持分の増減額との
差額は、資本剰余金と
する。

親会社の払込額と親会
社の持分の増減額との
差額は損益とする。た
だし、利害関係者の判
断を著しく誤らせるお
それがあると認められ
る場合には、利益剰余
金に直接加減すること
ができる。
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獲得時にのれんが計上されていたものとして算定し、追加取得
時までののれんの償却相当額を追加取得時に一括して費用と
して計上することとなります（資本連結実務指針第7−4項）。

⑥	連結範囲からの除外に関する取扱い
支配を喪失して連結範囲から除外することとなった場合で

も、支配が継続している間の追加取得及び一部売却等によって
生じた資本剰余金は、引き続き、連結財務諸表上、資本剰余金
として計上することとなります（資本連結実務指針第49−2項）。

（ 2 ）	取得関連費用の取扱い
取得関連費用（外部のアドバイザー等に支払った特定の報

酬・手数料等）については、改正前の企業結合会計基準では、取
得とされた企業結合に直接要した支出額のうち取得の対価性
が認められる費用については、取得原価に含めることとされて
いましたが、改正企業結合会計基準では、発生時の費用として
処理することとされました。

なお、個別財務諸表における子会社株式の取得原価は、従来
と同様に企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に
従って算定することとされていることに留意が必要です（企業
結合会計基準第94項）。具体的には、日本公認会計士協会会計
制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」第56
項の付随費用の取扱い等が該当すると考えられます（金融商品
会計に関するQ＆A　Q15−2）。

また、本取扱いの改正は、取得とされた企業結合に関して発
生する取得関連費用の取扱いについてのみであり、関連会社の
株式の取得に関連して発生した費用の取扱いについては変更
されていません。ただし、支配を喪失して関連会社となり、持
分法を適用することとなった場合には、連結財務諸表上、関連
会社株式の投資原価には支配喪失以前に費用処理した支配獲
得時の付随費用は含めないこととされています（資本連結実務
指針第46−2項）。

また、取得関連費用の連結損益計算書上の費用計上区分につ
いては、企業結合会計基準では特に規定されていませんが、会
計制度委員会報告第8号「連結財務諸表におけるキャッシュ・フ
ロー計算書の作成に関する実務指針」（以下「連結キャッシュ・
フロー実務指針」という）第8−2項では、取得関連費用に係る
キャッシュ・フローは「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区
分に記載するとされており、また、設例における仕訳では、販
売費及び一般管理費で会計処理をしていることを参考にする
と、販売費及び一般管理費で計上することが考えられます。

（ 3 ）	暫定的な会計処理の確定の取扱い
取得の会計処理において、取得原価は、被取得企業から受け

入れた資産及び引き受けた負債のうち企業結合日時点において

識別可能なものの企業結合日時点の時価を基礎として、当該資
産及び負債に対して企業結合日以後1年以内に配分するとされ
ています。

この配分にあたって、企業結合日以後の決算において配分が
完了していなかった場合には、その時点で入手可能な合理的な
情報等に基づき暫定的な会計処理を行い、その後追加的に入手
した情報等に基づき配分額を確定させることとされています。
この暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行わ
れた場合、改正前の企業結合会計基準では、企業結合年度に当
該確定が行われたとしたときの損益影響額を、企業結合年度の
翌年度において特別損益に計上することとしていました。改正
後の企業結合会計基準では、企業結合年度の翌年度の財務諸
表と併せて企業結合年度の財務諸表を表示するときには、当該
企業結合年度の財務諸表に暫定的な会計処理の確定による取
得原価の配分額の見直しを反映させることとされています（企
業結合会計基準（注6））。

2.	表示及び開示の取扱いの改正

（ 1 ）	少数株主持分から非支配株主持分への変更
改正連結会計基準では、改正前の会計基準における「少数株

主持分」が「非支配株主持分」に変更されました（連結会計基準
第26項）。これに合わせて、改正前の会計基準における「少数株
主損益」が「非支配株主に帰属する当期純利益」に変更されてい
ます（連結会計基準第55−2項）。

（ 2 ）	当期純利益の表示
改正連結会計基準では、当期純利益には非支配株主に帰属

する部分も含めることとされました（連結会計基準第39項）。少
数株主持分から非支配株主持分への変更と合わせて、連結財
務諸表の表示に関する取扱いについて、改正前の取扱いと比較
すると図表2のようになります。

【図表2　連結財務諸表の表示の改正前と改正後の比較】

改正後 改正前

非支配株主持分 少数株主持分

当期純利益 少数株主損益調整前	
当期純利益

非支配株主に帰属する	
当期純利益 少数株主損益

親会社株主に帰属する	
当期純利益 当期純利益
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また、2計算書方式によった場合の連結会計基準改正後の連
結損益計算書は、図表3のようになります。

（ 3 ）	1株当たり当期純利益
連結損益計算書において表示される当期純利益には非支配

株主に帰属する当期純利益を含めて表示されることとなりまし
たが、1株当たり当期純利益の計算に当たっては、引き続き親会
社株主に帰属する当期純利益に基づき算定することになるた
め、留意が必要です（企業会計基準第2号「1株当たり当期純利
益に関する会計基準」（以下「EPS会計基準」という）第12項）。

また、暫定的な会計処理の確定が行われ、企業結合年度の翌
年度の財務諸表と併せて表示する企業結合年度の財務諸表に
暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しが
反映されている場合、企業結合年度の財務諸表の1株当たり当
期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、当該見
直しが反映された後の金額により算定し（EPS会計基準第30− 
6項）、1株当たり純資産額は、取得原価の配分額の見直し後の
金額により算定します（企業会計基準適用指針第4号「1株当た
り当期純利益に関する会計基準の適用指針」第36−3項）。

（ 4 ）	注記事項
①	取得とされた企業結合の注記事項

取得関連費用は発生した事業年度の費用として処理するこ
ととされましたが、取得関連費用のうち主要なものについては、
その内容及び金額の注記をすることとされました（企業結合会
計基準第49項（3）④）。

また、取得原価の配分が企業結合年度において完了せず、暫
定的な会計処理によった場合は、企業結合年度の注記におい
てはその旨及びその理由を記載することとされています。そし
て、企業結合年度の翌年度において、暫定的な会計処理の確定
に伴い、取得原価の当初配分額に重要な見直しがなされた場合
には、見直しがなされた事業年度においてその見直しの内容及
び金額を注記することとされました（企業結合会計基準第49−
2項）。

②	�非支配株主との取引に係る親会社の持分変動に関する 
事項
子会社株式の追加取得及び一部売却等の非支配株主との取

引によって資本剰余金が増加又は減少した場合には、主な変動
要因及び金額を注記することとされました（企業結合会計基準
第52項（4））。

（ 5 ）	連結キャッシュ・フロー計算書
①	投資活動によるキャッシュ・フロー

連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得又は売却に係る
キャッシュ・フローは、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の
区分に独立の項目として記載します。

なお、支配獲得時に生じた取得関連費用に係るキャッシュ・
フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し
ます（連結キャッシュ・フロー実務指針第8−2項）。

②	財務活動によるキャッシュ・フロー
連結範囲の変動を伴わない子会社株式の追加取得又は一部

売却に係るキャッシュ・フローについては、非支配株主との取
引として「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し
ます（連結キャッシュ・フロー実務指針第9−2項）。

3.	適用時期等

改正企業結合会計基準等の適用時期は、平成27年4月1日以後
開始する事業年度の期首（暫定的な会計処理の確定の取扱い
については平成27年4月1日以後開始する事業年度の期首以後
実施される企業結合）からとされています（企業結合会計基準
第58−2項（1））。なお、平成26年4月1日以後開始する事業年度
の期首からの早期適用も認められていたため、すでに会計処理

【図表3　�2計算書方式によった場合の連結損益計算書及び 
連結包括利益計算書の表示例】

下線部は変更点
＜連結損益計算書＞
（改正後）	 	 （改正前）
売上高	 	 売上高
************	 	 ***********
税金等調整前当期純利益	 税金等調整前当期純利益
法人税等	 	 法人税等
当期純利益	 	 少数株主損益調整前当期純利益
　非支配株主に帰属する当期純利益	 　少数株主利益
　親会社株主に帰属する当期純利益	 　当期純利益

＜連結包括利益計算書＞	 ＜連結包括利益計算書＞
当期純利益	 	 少数株主損益調整前当期純利益
その他の包括利益：	 その他の包括利益：
　その他有価証券評価差額金	 　その他有価証券評価差額金
　繰延ヘッジ損益	 　繰延ヘッジ損益
　為替換算調整勘定	 　為替換算調整勘定
　退職給付に係る調整額	 　退職給付に係る調整額
　持分法適用会社に対する	 　持分法適用会社に対する	
　持分相当額	 　持分相当額
その他の包括利益合計	 その他の包括利益合計
包括利益	 	 包括利益
（内訳）	 	 （内訳）
　親会社株主に係る包括利益	 　親会社株主に係る包括利益
　非支配株主に係る包括利益	 　少数株主に係る包括利益
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については、前年度から改正後の企業結合会計基準等によって
連結財務諸表を作成している会社もあると考えられますが、当
期純利益の表示及び少数株主持分から非支配株主持分への変
更については、早期適用は認められていないため、すべての会
社において、平成27年4月1日以後開始する連結会計年度の期首
からの適用となります。

なお、改正企業結合会計基準等の適用に当たっては、以下の
2通りの方法によることが認められています（企業結合会計基
準第58－2項（3）及び（4））。

◦	 �過去の期間のすべてに新たな会計方針を遡及適用した場合の
累積的影響額を適用初年度の期首の資本剰余金及び利益剰余
金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用する方法

◦	 �新たな会計方針を、適用初年度の期首から将来にわたって適用
する方法

また、改正企業結合会計基準等の適用初年度においては、企
業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会
計基準」第10項（1）から（6）に規定する、会計基準等の改正に
伴う会計方針の変更に関する事項の注記が必要となります（企
業結合会計基準第129－2項）。

Ⅱ.	平成27年改正実務対応報告 
第18号

平成27年3月26日に、企業会計基準委員会は、改正実務対応
報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処
理に関する当面の取扱い」（以下「実務対応報告第18号」という）
を公表しました。改正実務対応報告第18号の適用は、平成27年
4月1日以後開始する連結会計年度の期首からとされており、本
3月期決算が適用初年度となります（早期適用をしている場合
を除きます）。

1.	改正項目

（ 1 ）	のれんの償却に関する取扱い
米国において、平成26年1月に、FASB Accounting Stan-

dards Codification（FASBによる会計基準のコード化体系）の
Topic350「無形資産－のれん及びその他」（以下「FASB−ASC 
Topic350」という）が改正され、非公開会社はのれんを償却する
会計処理を選択できるようになりました。これを受け、実務対
応報告第18号の当面の取扱いにおける「（1）のれんの償却」に
おいて、在外子会社において、のれんを償却していない場合に、
連結決算手続上、その計上後20年以内の効果の及ぶ期間にわ
たって、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却し、

当期の費用とするよう修正することとされました。
なお、適用初年度の期首に連結財務諸表において計上されて

いるのれんのうち、在外子会社が、FASB−ASC　Topic350に
基づき償却処理を選択したのれんについては、企業結合ごとに
以下のいずれかの方法を適用することとされています。

◦	 �連結財務諸表におけるのれんの残存償却期間に基づき償却	
する。

◦	 �在外子会社が採用する償却期間が連結財務諸表におけるのれ
んの残存償却期間を下回る場合に、当該償却期間に変更する。
この場合、変更後の償却期間に基づき将来にわたり償却する。

（ 2 ）	少数株主損益の会計処理に関する取扱い
平成25年9月の改正連結会計基準により、「少数株主損益の会

計処理」に関する取扱いについての国際的な会計基準との差異
がなくなったため、当面の取扱いにおける修正が必要とされる
項目から削除されています。

（ 3 ）	その他
その他、当面の取扱いにおける「（2）退職給付会計における

数理計算上の差異の費用処理」における明確化のための改正
や、実務対応報告第24号「持分法適用会社の会計処理に関する
当面の取扱い」においても、実務対応報告第18号と同様の改正
が行われています。

Ⅲ.	税効果会計に適用する税率に 
関する適用指針（案）

平成27年12月10日に、企業会計基準委員会は、「税効果会計に
適用する税率に関する適用指針（案）」（以下「税率適用指針案」
という）を公表しました。執筆日（平成28年2月23日）時点では、
当該適用指針案は最終化されていませんが、平成28年3月31日
以後終了する連結会計年度及び事業年度の年度末に係る連結
財務諸表及び個別財務諸表から適用することを提案しており、
最終化された場合は、本3月期決算からの適用となります。

1.	税効果会計に適用する税率

従来、税効果会計上で適用する税率は、決算日現在における
税法規定に基づく税率、すなわち、決算日までに公布されてい
る税法に基づく税率によるとされていました（会計制度委員会
報告第10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指
針」第18項）。税率適用指針案では、繰延税金資産及び繰延税金
負債の計算に用いる税率は、決算日において国会で成立してい
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る税法に基づく税率によることを提案しています。
税率適用指針案の詳細は、本誌会計②「企業会計基準適用指

針第26号『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針』及び
企業会計基準適用指針公開草案第55号『税効果会計に適用す
る税率に関する適用指針（案）』の概要」を参照ください。

Ⅳ.	繰延税金資産の回収可能性に 
関する適用指針

平成27年12月28日、企業会計基準委員会は、企業会計基準適
用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」

（以下「回収可能性適用指針」という）を公表しました。本適用指
針は、平成28年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年
度の期首から適用するとされていますが、平成28年3月31日以
後終了する連結会計年度及び事業年度の年度末に係る連結財
務諸表及び個別財務諸表から適用することができるとされてお
り、本3月期決算から適用が可能となっています。

1.	改正の概要

従来、繰延税金資産の回収可能性の判断については、日本公
認会計士協会から公表されていた監査委員会報告第66号「繰
延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」1（以
下「監査委員会報告第66号」という）に基づき、財務諸表の作成
実務が行われてきました。

監査委員会報告第66号では、企業を5つに分類し、それぞれ
の分類に応じた繰延税金資産の回収可能性の考え方を示して
いました。回収可能性適用指針においても、監査委員会報告第
66号における企業の分類に応じた取扱いの枠組みを基本的に
踏襲した上で、当該取扱いの一部について見直しが行われてい
ます。

2.	主な改正事項

監査委員会報告第66号からの主な改正事項は下記の事項が
あります。なお、回収可能性適用指針の詳細は、本誌会計②「企
業会計基準適用指針第26号『繰延税金資産の回収可能性に関
する適用指針』及び企業会計基準適用指針公開草案第55号『税
効果会計に適用する税率に関する適用指針（案）』の概要」を参
照ください。

（ 1 ）	（分類2 ）及び（分類3 ）に係る分類の要件
監査委員会報告第66号では、（分類2）及び（分類3）について、

「経常的な利益（損益）」という会計上の利益に基づく要件とさ
れていましたが、回収可能性適用指針では、「臨時的な原因によ
り生じたものを除いた課税所得」という課税所得に基づく要件
に変更されています（回収可能性適用指針第19項及び第22項）。

（ 2 ）	�（分類2 ）に該当する企業におけるスケジューリング 
不能な将来減算一時差異に関する取扱い

監査委員会報告第66号では、（分類2）に該当する企業におい
ては、スケジューリング不能な将来減算一時差異について、一
律に繰延税金資産を計上することができないとされていまし
た。回収可能性適用指針では、（分類2）に該当する企業において
は、原則として、スケジューリング不能な将来減算一時差異に
係る繰延税金資産について、原則としては回収可能性がないも
のとしつつ、税務上の損金算入時期が個別に特定できないが将
来のいずれかの時点で損金に算入される可能性が高いと見込
まれるものについて、当該将来いずれかの時点で回収できるこ
とを企業が合理的な根拠をもって説明する場合には、当該スケ
ジューリング不能な将来減算一時差異に係る繰延税金資産は
回収可能性があるものとされました（回収可能性適用指針第21
項ただし書）。

（ 3 ）	�（分類3 ）に該当する企業における将来の一時差異等加減
算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取扱い

監査委員会報告第66号では、（分類3）に該当する企業におい
ては、一時差異等のスケジューリングの結果に基づき繰延税
金資産を計上している場合には、「将来の合理的な見積可能期
間（おおむね5年）内の課税所得の見積額を限度」として、当該
繰延税金資産は回収可能性があるものとされていました。回収
可能性適用指針では、5年を超える見積可能期間においても、ス
ケジューリングされた一時差異等に係る繰延税金資産が回収
可能であることを企業が合理的な根拠をもって説明する場合
には、当該繰延税金資産は回収可能性があるものとされました

（回収可能性適用指針第24項）。

（ 4 ）	�（分類4 ）に係る分類の要件を満たす企業が（分類2 ）又は
（分類3 ）に該当する場合の取扱い

回収可能性適用指針では、過去（3年）又は当期において、重
要な税務上の欠損金が生じている等の要件に該当する企業は

（分類4）に該当するとされています。そのような要件に該当す
る企業であっても、重要な税務上の欠損金が生じた原因等の要

1	� 監査委員会報告第66号は、平成28年1月19日付で廃止されています。ただし、平成28 年４月１日前に開始する連結会計年度及び事業年度の連結財務諸表及び個
別財務諸表については、回収可能性適用指針を早期適用する場合を除き、従前のとおり本委員会報告が適用されます。
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因を勘案して、将来において5年超にわたって一時差異等加減
算前課税所得が安定的に生じることを企業が合理的な根拠を
もって説明するときは（分類2）に該当するものとして取扱い、
将来においておおむね3年から5年程度は一時差異等加減算前
課税所得が生じることを企業が合理的な根拠をもって説明する
ときは（分類3）に該当するものとして取り扱うものとしていま
す（回収可能性適用指針第28項及び第29項）。

3.	適用時期等

回収可能性適用指針は、平成28年4月1日以後開始する連結会
計年度及び事業年度の期首から適用されますが、平成28年3月
31日以後終了する連結会計年度及び事業年度の年度末に係る
連結財務諸表及び個別財務諸表から適用することができるとさ
れています（回収可能性適用指針第49項（1））。

なお、適用初年度の期首においては、上記2.の（2）及び（3）
並びに（4）のうち回収可能性適用指針第28項に関する部分を適
用することによりこれまでの会計処理と異なることとなる場合
には、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱う
こととされています（回収可能性適用指針第49項（3））。

また、適用初年度においては、当該年度の期首時点で新たな
会計方針を適用した場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の
額と、前年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債との差額を、
適用初年度の期首の利益剰余金に加減することとされています

（回収可能性適用指針第49項（4））。したがって、本3月期決算に
おいて、年度末から回収可能性適用指針を適用する場合には、
本年度の期首時点で回収可能性適用指針を適用した場合の繰
延税金資産及び繰延税金負債を算定する必要があります。

Ⅴ.	平成28年度税制改正関係

平成27年12月24日に閣議決定された「平成28年度税制改正の
大綱」では、法人実効税率の引き下げや欠損金の繰越控除の見
直し、減価償却方法の見直し等が示されています。

法人税率については、現行の23.9％から、段階的に平成28年
度、平成29年度は23.4％、平成30年度以降は23.2％に引き下げ、
大法人向けの法人事業税（所得割）については、現行の6.0％の
標準税率（地方法人特別税を含む）を平成28年度に3.6％に引き 
下げることとされています。なお、地方法人特別税は平成29年度 
から廃止され、法人事業税に含められることとされています。

これらの改正により、平成28年度税制改正大綱では、国・地
方を通じた法人実効税率は現行の32.11％から、平成28年度、平
成29年度は29.97％に、平成30年度は29.74％となるとされてい 
ます。

本稿Ⅲの税率適用指針案が最終化された場合は、本3月期決
算において、平成28年度税制改正大綱に基づく改正税法に基づ
く法定実効税率により繰延税金資産及び繰延税金負債の計算
を行うかどうかは、改正税法が決算日前に国会で成立している
かどうかにより判断することになりますので、税率適用指針案
の今後の動向に留意が必要です。

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたします。
　　　
有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部
TEL: 03-3548-5121（代表番号）

パートナー　田中　弘隆
hirotaka.tanaka@jp.kpmg.com
シニアマネジャー　北村　幸子
sachiko.kitamura@jp.kpmg.com
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